
【経済記者クラブ資料配布】 

平成 27 年度 第 1 回食品・バイオ技術セミナー開催のご案内 

 

平 成 2 7 年 7 月 3 0 日 

京都府中小企業技術センター 

担 当 ： 応 用 技 術 課  植 村 

電 話 ： 0 7 5 - 3 1 5 - 8 6 3 4 

 

 平成 27 年 4 月 1 日食品表示法が施行されたことに伴い、5 年の経過措置はあるものの多

くの事業者に対応が求められています。食品表示法についての説明・質疑応答を行い、事

業者の不明点・不安の解消を図るとともに円滑かつ適切に対応できるようにすることを目

的としてセミナーを開催します。 

 本会場にお越しいただくのが難しい場合は下記の 3 会場でも同時遠隔配信を実施します。 

 

【テーマ】 「食品表示法の概要と対応」 

【講師】  京都府農林水産部 食の安心・安全推進課 堀川 修 主事 

【日時】  平成 27 年 8 月 24 日（月）13 時 30 分から 16 時 

【場所】  京都府産業支援センター 5 階 研修室 ほか 

 

【定員】本会場：京都府産業支援センター会場 60 名（先着順） 

    遠隔配信会場：北部産業技術支援センター（綾部会場） 20 名（先着順） 

     丹後・知恵のものづくりパーク（京丹後会場） 15 名（先着順） 

     けいはんなオープンイノベーションセンター（けいはんな会場） 10 名（先着順）

【参加費】 無料 

【申込方法】当センターホームページ(https://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/)からお申し

込みください。 

      または裏面申込書にご記入の上、FAX、郵送またはメール(pdf ファイル添付)

でお申込み下さい。 

【申込・問合せ先】 京都府中小企業技術センター 応用技術課 食品・バイオ担当 

    〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134 京都府産業支援センター内 

    ℡ 075-315-8634  FAX 075-315-9497  E-mail ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp 

 

【申込期限】 平成 27 年 8 月 17 日（月）※ただし期限前であっても定員になり次第締め

切り 

mailto:ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

